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負担軽減措置の適用判定フロー
(改正法附則８②、③)

負担軽減措置の

適用があります

計算で使用する様式負担軽減措置の

適用がありません

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

※１ 「100％子法人等への対応」に係る要件については、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/gaikei_kaisei#t2
※２ 「減資への対応」に係る要件については、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/gaikei_kaisei#t1

② 減資への対応の要件※２に該当する

① 100％子法人等への対応の要件※１に該当する

③ 前事業年度にこの負担軽減措置の適用を

受けている

④ 令和8年４月1日から令和10年３月3１日までの間に

開始する事業年度において、算出した税額が非外形

として算出する税額よりも多い

第６号様式別表５の７

第６号様式別表５の８

https://tax.my-admin.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/r6-5-7c
https://tax.my-admin.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/6-5-8c

